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(57)【要約】
【課題】地下貯留槽において、貯留水を直接排水するこ
とができ、汚濁物質の処理に手間がかからない。
【解決手段】地下貯留槽１は、貯留槽本体２の内部へ流
入水を導く導水部２０と、流入水を貯留する第１初期貯
留池５とを備えている。また、第１初期貯留池５に、越
流堰４が形成された仕切壁３を隔てて設置された第２初
期貯留池６を備えている。さらに、第１初期貯留池５お
よび第２初期貯留池６の上側に連通して設けられた上澄
み貯留池７と、上澄み貯留池７に貯留された上澄み水を
排出する主排水ポンプとを備えている。これにより、貯
留水を懸濁水と上澄み水とに分離した上で、上澄み水を
直接排水することができる。流入水を洗浄水として洗浄
水槽９に貯留しておき、この洗浄水を自重で流下させて
第１初期貯留池５および第２初期貯留池６の汚濁物質を
洗い流す。これにより、手間をかけずに汚濁物質を処理
することができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貯留槽本体と、この貯留槽本体の内部へ流入水を導く導水部と、この導水部によって導
かれた流入水を貯留水として貯留する複数の初期貯留池と、これらの初期貯留池を互いに
隔てる仕切壁と、この仕切壁の上部に設けられた越流堰と、前記初期貯留池の上側に連通
して設けられた上澄み貯留池と、この上澄み貯留池に貯留された上澄み水を前記貯留槽本
体の外部へ排出する上澄み水排出手段とを備えていることを特徴とする地下貯留槽。
【請求項２】
　前記初期貯留池に貯留された懸濁水を前記貯留槽本体の外部へ排出する懸濁水排出手段
を備えていることを特徴とする請求項１に記載の地下貯留槽。
【請求項３】
　流入水を洗浄水として貯留する洗浄水槽が前記初期貯留池から隔壁によって隔離された
形で設けられ、
　前記隔壁に通水孔が前記洗浄水槽と前記初期貯留池とを連通する形で設けられ、
　前記通水孔にゲートが開閉自在に設けられていることを特徴とする請求項１または２に
記載の地下貯留槽。
【請求項４】
　前記導水部は、螺旋状の流水路を備えたドロップシャフトを有することを特徴とする請
求項１乃至３のいずれかに記載の地下貯留槽。
【請求項５】
　前記複数の初期貯留池は、直列につながれ、
　前記懸濁水排出手段は、前記複数の初期貯留池のうち前記導水部が接続された初期貯留
池に接続されていることを特徴とする請求項２乃至４のいずれかに記載の地下貯留槽。
【請求項６】
　貯留槽本体内に流入水貯留池が設けられた地下貯留槽を洗浄する際に適用される地下貯
留槽の洗浄方法であって、
　流入水を洗浄水として貯留しておき、この洗浄水を利用して前記貯留池の汚濁物質を洗
い流すことを特徴とする地下貯留槽の洗浄方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地表に降った雨水などの水を一時的に貯えることにより、河川の増水による
洪水の危険を回避することを目的とする地下貯留槽およびその洗浄方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、降雨ピーク時の雨水量を抑制するため、学校のグランド等の地下に地下貯留槽を
埋設することが行われていた（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－００２５０４号公報（段落〔０００２〕の欄）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、これでは次のような課題があった。
【０００４】
　第１に、地下貯留槽は、雨水量の抑制が目的であるため、水量については考慮されてい
るものの、水質に対する対策が講じられていない。そのため、貯留槽本体内に溜まった貯
留水を直接（すなわち、浄化せずにそのまま）河川などに排水することができない。
【０００５】
　第２に、地下貯留槽の使用に伴って貯留槽本体内に汚濁物質が沈殿して堆積するため、
汚濁物質の処理に手間がかかる。
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【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑み、貯留槽本体内の貯留水を直接排水することができる
とともに、貯留槽本体内の汚濁物質の処理に手間がかからない地下貯留槽およびその洗浄
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、貯留槽本体と、この貯留槽本
体の内部へ流入水を導く導水部と、この導水部によって導かれた流入水を貯留水として貯
留する第１初期貯留池と、この第１初期貯留池に仕切壁を隔てて設置された第２初期貯留
池と、前記第１初期貯留池に貯留された貯留水を前記第２初期貯留池に越流させる越流堰
と、前記第１初期貯留池または前記第２初期貯留池の上側に連通して設けられた上澄み貯
留池と、この上澄み貯留池に貯留された上澄み水を前記貯留槽本体の外部へ排出する上澄
み水排出手段とを備えている地下貯留槽としたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の構成に加え、前記第１初期貯留池または前
記第２初期貯留池に貯留された懸濁水を前記貯留槽本体の外部へ排出する懸濁水排出手段
を備えている。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の構成に加え、流入水を洗浄水とし
て貯留する洗浄水槽が前記第１初期貯留池または前記第２初期貯留池から隔壁によって隔
離された形で設けられ、前記隔壁に通水孔が前記洗浄水槽と前記第１初期貯留池または前
記第２初期貯留池とを連通する形で設けられ、前記通水孔にゲートが開閉自在に設けられ
ていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の構成に加え、前記導水部
は、螺旋状の流水路を備えたドロップシャフトを有することを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項２乃至４のいずれかに記載の構成に加え、前記複数の
初期貯留池は、直列につながれ、前記懸濁水排出手段は、前記複数の初期貯留池のうち前
記導水部が接続された初期貯留池に接続されていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、貯留槽本体内に流入水貯留池が設けられた地下貯留槽を洗浄
する際に適用される地下貯留槽の洗浄方法であって、流入水を洗浄水として貯留しておき
、この洗浄水を利用して前記貯留池の汚濁物質を洗い流す地下貯留槽の洗浄方法としたこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載の発明によれば、貯留水を懸濁水と上澄み水とに分離した上で、上澄み
水を直接排水することが可能となる。
【００１４】
　請求項２に記載の発明によれば、貯留水のうち懸濁水を排出することができるため、次
回の貯留のための準備を容易に整えることが可能となる。
【００１５】
　請求項３に記載の発明によれば、洗浄水槽に貯留された洗浄水を利用して汚濁物質を洗
い流すことができるため、手間をかけずに貯留槽本体内の汚濁物質を処理することが可能
となる。
【００１６】
　請求項４に記載の発明によれば、ドロップシャフトの床面との衝撃を緩和しつつ流入水
を迅速に流下させることができる。そのため、流入水が貯留水を掻き乱す事態の発生を抑
えることができる。
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【００１７】
　請求項５に記載の発明によれば、先に流入した水を先に排水する方式により、水質の悪
い初期貯留池ほど洗浄回数を多くして、貯留槽本体内の洗浄処理を効果的に行うことが可
能となる。
【００１８】
　請求項６に記載の発明によれば、洗浄水を利用して汚濁物質が洗い流されるため、手間
をかけずに貯留槽本体内の汚濁物質を処理することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
［発明の実施の形態１］
【００２０】
　図１乃至図１１には、本発明の実施の形態１を示す。
【００２１】
　まず、構成を説明する。
【００２２】
　地下貯留槽１は、ニューマチックケーソン工法で地中に沈設されたものであり、図１か
ら図５までに示すように、コンクリートからなる六面体状の縦型の貯留槽本体２を有して
いる。貯留槽本体２の外底面周縁部には、図３から図５までに示すように、先細り状の刃
口２ａが下向きに突設されている。
【００２３】
　また、貯留槽本体２の内部には、図１および図５に示すように、底面近傍に第１初期貯
留池（流入水貯留池）５および第２初期貯留池（流入水貯留池）６が互いに仕切壁３を隔
てて横に並ぶように設置されており、仕切壁３の上部には３つの所定形状（例えば、Ｖ溝
状、Ｕ溝状など）の越流堰４が凹設されている。そして、これら第１初期貯留池５、第２
初期貯留池６の上側には、図５に示すように、上澄み貯留池（流入水貯留池）７が連通し
て配設されている。さらに、第１初期貯留池５、第２初期貯留池６および上澄み貯留池７
の奥側には、図１から図３までに示すように、洗浄水槽９が第１初期貯留池５および第２
初期貯留池６から隔壁１０によって隔離された形で設置されている。隔壁１０には３つの
通水孔１１（第１通水孔１１Ａ、第２通水孔１１Ｂ、第３通水孔１１Ｃ）が、図２および
図３に示すように、第１初期貯留池５および第２初期貯留池６と洗浄水槽９とを連通する
形で貫通して穿設されており、第１通水孔１１Ａ、第２通水孔１１Ｂ、第３通水孔１１Ｃ
にはそれぞれ第１ゲート１２Ａ、第２ゲート１２Ｂ、第３ゲート１２Ｃが開閉自在に取り
付けられている。
【００２４】
　なお、第１初期貯留池５の底部には、図２および図３に示すように、第１通水孔１１Ａ
および第２通水孔１１Ｂに対応して２つの排水用のインバート１５Ａ、１５Ｂが、それぞ
れ第１通水孔１１Ａ、第２通水孔１１Ｂを頂点として傾斜する形で形成されており、イン
バート１５Ａ、１５Ｂの最下点近傍にはそれぞれ排水ピット１６Ａ、１６Ｂが設けられて
いる。また、インバート１５Ａ、１５Ｂにはそれぞれ阻流壁１７Ａ、１７Ｂが立設されて
いる。
【００２５】
　同様に、第２初期貯留池６の底部には、図２に示すように、第３通水孔１１Ｃに対応し
て排水用のインバート１５Ｃが第３通水孔１１Ｃを頂点として傾斜する形で形成されてお
り、インバート１５Ｃの最下点近傍には排水ピット１６Ｃが設けられている。また、イン
バート１５Ｃには阻流壁１７Ｃが立設されている。
【００２６】
　また、貯留槽本体２には、図２から図４までに示すように、流入水を貯留槽本体２の外
部から内部へ導くための導水部２０が付設されており、導水部２０は、円筒状の流入口２
１、ドロップシャフト２２、円筒状の吐水管２３から構成されている。ここで、流入口２
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１は、図３に示すように、貯留槽本体２の側壁上部に、貯留槽本体２の内外を連通する形
で水平に設置されている。ドロップシャフト２２は、その上端部が流入口２１に連通する
形で鉛直方向に設置されており、螺旋状の流水路２２ａを備えている。吐水管２３は、ド
ロップシャフト２２の下端部に連通する形で第１初期貯留池５へ向けて水平に設置されて
いる。
【００２７】
　さらに、貯留槽本体２には、図１、図２、図４に示すように、上澄み水や懸濁水を貯留
槽本体２の内部から外部（河川、処理場）へ排出するための排水部３０が付設されており
、排水部３０は、主排水ポンプ室３１、主排水ポンプ（上澄み水排出手段）３２、懸濁水
ポンプ室３３、３つの懸濁水ポンプ（懸濁水排出手段）３４（３４Ａ、３４Ｂ、３４Ｃ）
から構成されている。ここで、主排水ポンプ室３１は、図１および図４に示すように、貯
留槽本体２内で越流堰４より高い位置に画定されており、主排水ポンプ３２は主排水ポン
プ室３１内に設置されている。また、懸濁水ポンプ室３３は、図２および図４に示すよう
に、貯留槽本体２内で底面近傍に画定されており、懸濁水ポンプ３４Ａ、３４Ｂ、３４Ｃ
は、懸濁水ポンプ室３３内でそれぞれ排水ピット１６Ａ、１６Ｂ、１６Ｃに接続される形
で設置されている。
【００２８】
　以上のような構成を有する地下貯留槽１の作用について説明する。
【００２９】
　この地下貯留槽１において貯留・排水する際には、次の手順による。
【００３０】
　まず、第１初期貯留池５への貯留工程においては、第１ゲート１２Ａおよび第２ゲート
１２Ｂが閉口するとともに、第３ゲート１２Ｃが開口した状態にしておく。この状態で、
流入口２１から流入水が流入すると、図６に示すように、この流入水は、ドロップシャフ
ト２２を通って流れ落ち、吐水管２３から第１初期貯留池５へ吐出されるため、第１初期
貯留池５の水位が上昇していく。
【００３１】
　このとき、ドロップシャフト２２の流水路２２ａは螺旋状であるため、流入水は、ドロ
ップシャフト２２の床面との衝撃を緩和されつつ、流入口２１から吐水管２３まで迅速に
供給されることになる。また、第１初期貯留池５のインバート１５Ａ、１５Ｂには阻流壁
１７Ａ、１７Ｂが設けられているため、流入水の水流を減殺することができる。その結果
、第１初期貯留池５において、沈殿物（汚濁物質）が拡散して上澄み水に混じる事態の発
生を抑制することができる。
【００３２】
　なお、このとき、第１ゲート１２Ａおよび第２ゲート１２Ｂが閉口しているため、流入
水が第１通水孔１１Ａ、第２通水孔１１Ｂを通って洗浄水槽９に流入することはない。
【００３３】
　こうして第１初期貯留池５の水位が上昇して越流堰４を越えると、第１初期貯留池５か
ら第２初期貯留池６への越流工程に移行し、図７に示すように、第１初期貯留池５から水
が越流堰４を越流して第２初期貯留池６に流れ込む（図１の矢印Ｆ方向）。また、第３ゲ
ート１２Ｃが開口しているので、第２初期貯留池６の水は、第３通水孔１１Ｃを通って洗
浄水槽９に流れ込み、洗浄水として貯留される。そのため、第１初期貯留池５は水位を維
持したまま、第２初期貯留池６および洗浄水槽９の水位がともに上昇していく。
【００３４】
　このとき、第２初期貯留池６のインバート１５Ｃには阻流壁１７Ｃが設けられているた
め、流入水の水流を減殺することができる。その結果、第２初期貯留池６において、沈殿
物（汚濁物質）が拡散して上澄み水に混じる事態の発生を抑制することができる。
【００３５】
　なお、第２初期貯留池６および洗浄水槽９の水は、第１初期貯留池５の最上層から供給
されたものであるため、第１初期貯留池５の水より水質改善されている。
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【００３６】
　こうして第２初期貯留池６および洗浄水槽９の水位が上昇して越流堰４を越えると、上
澄み貯留池７への貯留工程に移行し、図８に示すように、上澄み貯留池７に水が溜まり始
めると同時に、洗浄水槽９の洗浄水が増大する。その結果、上澄み貯留池７および洗浄水
槽９の水位がともに上昇していく。
【００３７】
　そして、上澄み貯留池７および洗浄水槽９の水位が流入口２１と同程度の高さに達した
ところで、第３ゲート１２Ｃを閉じ、この状態で所定の時間（例えば、１２時間以上）だ
け放置する。すると、貯留槽本体２内においては、水中に分散している固体微粒子、つま
り汚濁物質が沈降するので、上澄み水の下側に汚濁物質が沈殿して両者が上下に分離した
状態となる。そして、上澄み貯留池７と第１初期貯留池５および第２初期貯留池６とは上
下方向に連続しているので、上澄み貯留池７の水は、流入水と比べて大幅に水質改善され
た状態となる。
【００３８】
　次に、上澄み水の排水工程に移行し、図９に示すように、第３ゲート１２Ｃを閉じたま
ま、主排水ポンプ３２を駆動して上澄み貯留池７の水を貯留槽本体２の外部へ排出した後
、河川などへ排水する。このとき、この上澄み貯留池７の水は、上述したとおり、流入水
と比べて大幅に水質改善されているので、直接（すなわち、浄化せずにそのまま）排水す
ることができる。
【００３９】
　なお、このとき、第３ゲート１２Ｃは閉口しているため、主排水ポンプ３２を駆動して
も、図９（ａ）に示すように、洗浄水槽９の洗浄水は流れ出ることなく溜まったままの状
態を維持する。
【００４０】
　その後、懸濁水の排水工程に移行し、図１０に示すように、第３ゲート１２Ｃを閉じた
まま、３つの懸濁水ポンプ３４を駆動して第１初期貯留池５および第２初期貯留池６の懸
濁水を揚水した後、各種の処理場（図示せず）へ搬出して処理する。このとき、第１初期
貯留池５と第２初期貯留池６とは並列につながれているので、懸濁水の排水処理を一気に
短時間で行うことができる。
【００４１】
　なお、このときも、第３ゲート１２Ｃは閉口しているため、懸濁水ポンプ３４を駆動し
ても、図１０（ａ）に示すように、洗浄水槽９の洗浄水は流れ出ることなく溜まったまま
の状態を維持する。
【００４２】
　次いで、洗浄工程（洗浄水の排水工程）に移行し、図１１に示すように、第１ゲート１
２Ａ、第２ゲート１２Ｂ、第３ゲート１２Ｃをすべて開く。すると、洗浄水槽９は、第１
通水孔１１Ａおよび第２通水孔１１Ｂを介して第１初期貯留池５に連通するとともに、第
３通水孔１１Ｃを介して第２初期貯留池６に連通するため、洗浄水槽９内の洗浄水は、自
重で流下して第１通水孔１１Ａ、第２通水孔１１Ｂおよび第３通水孔１１Ｃを通って第１
初期貯留池５および第２初期貯留池６に勢いよく吐き出され、その勢いによって第１初期
貯留池５および第２初期貯留池６の底部（インバート１５Ａ、１５Ｂ、１５Ｃ、阻流壁１
７Ａ、１７Ｂ、１７Ｃ）を洗浄して汚濁物質を洗い流した後、排水ピット１６Ａ、１６Ｂ
、１６Ｃに収集されて溜まる。
【００４３】
　このように、洗浄工程においては、洗浄水槽９に貯留された洗浄水を利用して汚濁物質
が洗い流されるため、手間をかけずに貯留槽本体２内の汚濁物質を処理することができる
。しかも、汚濁物質を洗い流すためには、ゲート１２（第１ゲート１２Ａ、第２ゲート１
２Ｂ、第３ゲート１２Ｃ）を開いて洗浄水を自重で流下させることにより、洗浄水の位置
エネルギーを運動エネルギーに変換するだけで済み、大掛かりな駆動源を必要としないの
で、経済性に優れる。
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【００４４】
　最後に、３つの懸濁水ポンプ３４を駆動することにより、排水ピット１６Ａ、１６Ｂ、
１６Ｃに溜まった懸濁水を揚水した後、各種の処理場（図示せず）へ搬出して処理する。
その結果、貯留槽本体２内の汚濁物質を排除し、臭気の発生を抑えることができる。
【００４５】
　ここで、地下貯留槽１における貯留・排水動作が終了する。
【００４６】
　このように、地下貯留槽１においては、貯留水を懸濁水と上澄み水とに分離した上で、
上澄み水を直接排水することが可能となる。また、懸濁水を排出することができるため、
次回の貯留のための準備を容易に整えることが可能となる。
【００４７】
　さらに、貯留槽本体２は、上述したとおり、縦型であることから、地下貯留槽２を埋設
するのに必要な敷地面積が少なくて済み、経済性に優れる。
［発明の実施の形態２］
【００４８】
　図１２乃至図１５には、本発明の実施の形態２を示す。
【００４９】
　まず、構成を説明する。
【００５０】
　地下貯留槽１は、ニューマチックケーソン工法で地中に沈設されたものであり、図１２
から図１５までに示すように、コンクリートからなる円筒状（円形断面状）の貯留槽本体
２を有している。貯留槽本体２の外底面周縁部には、図１２に示すように、先細り状の刃
口２ａが下向きに突設されている。
【００５１】
　また、貯留槽本体２の内周部には、図１２および図１３に示すように、底面近傍に円弧
断面状の４つの初期貯留池（流入水貯留池）、つまり第１初期貯留池５、第２初期貯留池
６、第３初期貯留池３５および第４初期貯留池３６が、順に等角度間隔（９０°間隔）で
円周上に設置されて直列につながれている。
【００５２】
　ここで、第１初期貯留池５と第２初期貯留池６との間には、図１３および図１４に示す
ように、第１仕切壁３Ａが両者を互いに隔てるように立設されており、第１仕切壁３Ａの
上部には第１越流堰４Ａが凹設されている。第１仕切壁３Ａの下部には第１通水孔４１Ａ
が、図１３に示すように、第１初期貯留池５と第２初期貯留池６とを連通する形で貫通し
て穿設されており、第１通水孔４１Ａには第１ゲート４２Ａが開閉自在に取り付けられて
いる。
【００５３】
　また、第２初期貯留池６と第３初期貯留池３５との間には、図１３および図１４に示す
ように、第２仕切壁３Ｂが両者を互いに隔てるように立設されており、第２仕切壁３Ｂの
上部には第２越流堰４Ｂが凹設されている。第２仕切壁３Ｂの下部には第２通水孔４１Ｂ
が、図１３に示すように、第２初期貯留池６と第３初期貯留池３５とを連通する形で貫通
して穿設されており、第２通水孔４１Ｂには第２ゲート４２Ｂが開閉自在に取り付けられ
ている。
【００５４】
　また、第３初期貯留池３５と第４初期貯留池３６との間には、図１３および図１４に示
すように、第３仕切壁３Ｃが両者を互いに隔てるように立設されており、第３仕切壁３Ｃ
の上部には第３越流堰４Ｃが凹設されている。第３仕切壁３Ｃの下部には第３通水孔４１
Ｃが、図１３に示すように、第３初期貯留池３５と第４初期貯留池３６とを連通する形で
貫通して穿設されており、第３通水孔４１Ｃには第３ゲート４２Ｃが開閉自在に取り付け
られている。
【００５５】
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　さらに、第４初期貯留池３６と第１初期貯留池５との間には、図１３に示すように、第
４仕切壁３Ｄが両者を互いに隔てるように立設されている。
【００５６】
　なお、第１越流堰４Ａ、第２越流堰４Ｂ、第３越流堰４Ｃは、すべて同じ高さとなって
いる。
【００５７】
　また、第１初期貯留池５の底部には第１スロープ面５ａが、第１仕切壁３Ａ側（第２初
期貯留池６側）を最上点とし、第４仕切壁３Ｄ側（第４初期貯留池３６側）を最下点とす
る形で水平面に対して傾斜するように形成されており、第１スロープ面５ａの最下点近傍
には排水ピット１６が設けられている。また、第２初期貯留池６の底部には第２スロープ
面６ａが、第２仕切壁３Ｂ側（第３初期貯留池３５側）を最上点とし、第１仕切壁３Ａ側
（第１初期貯留池５側）を最下点とする形で水平面に対して傾斜するように形成されてお
り、第２スロープ面６ａの最下点は第１スロープ面５ａの最上点と同じ高さになっている
。また、第３初期貯留池３５の底部には第３スロープ面３５ａが、第３仕切壁３Ｃ側（第
４初期貯留池３６側）を最上点とし、第２仕切壁３Ｂ側（第２初期貯留池６側）を最下点
とする形で水平面に対して傾斜するように形成されており、第３スロープ面３５ａの最下
点は第２スロープ面６ａの最上点と同じ高さになっている。さらに、第４初期貯留池３６
の底部には第４スロープ面３６ａが、第４仕切壁３Ｄ側（第１初期貯留池５側）を最上点
とし、第３仕切壁３Ｃ側（第３初期貯留池３５側）を最下点とする形で水平面に対して傾
斜するように形成されている。
【００５８】
　さらに、４つの初期貯留池の上側には、図１２および図１５に示すように、円形断面状
の上澄み貯留池（流入水貯留池）７が連通して配設されている。
【００５９】
　また、貯留槽本体２には、図１２に示すように、導水部２０が付設されており、円筒状
の流入口２１、ドロップシャフト２２、円筒状の吐水管２３から構成されている。ここで
、流入口２１は、貯留槽本体２の側壁上部に、貯留槽本体２の内外を連通する形で水平に
設置されている。ドロップシャフト２２は、その上端部が流入口２１に連通する形で鉛直
方向に設置されており、螺旋状の流水路２２ａを備えている。吐水管２３は、図１３に示
すように、ドロップシャフト２２の下端部に連通する形で第１初期貯留池５へ向けて水平
に設置されている。
【００６０】
　さらに、貯留槽本体２の中心部には、図１２から図１５までに示すように、排水部３０
が４つの初期貯留池に包囲された形で付設されており、排水部３０は、主排水ポンプ室３
１、主排水ポンプ（上澄み水排出手段）３２、懸濁水ポンプ室３３、懸濁水ポンプ（懸濁
水排出手段）３４から構成されている。ここで、主排水ポンプ室３１は、図１２に示すよ
うに、第１越流堰４Ａより高い位置に画定されており、主排水ポンプ３２は主排水ポンプ
室３１内に設置されている。また、懸濁水ポンプ室３３は、貯留槽本体２の底面近傍に画
定されており、懸濁水ポンプ３４は、排水ピット１６、ひいては第１初期貯留池５（つま
り、導水部２０が接続された初期貯留池）に接続される形で懸濁水ポンプ室３３内に設置
されている。
【００６１】
　以上のような構成を有する地下貯留槽１の作用について説明する。
【００６２】
　この地下貯留槽１において貯留・排水する際には、次の手順による。
【００６３】
　まず、第１初期貯留池５への貯留工程においては、第１ゲート４２Ａ、第２ゲート４２
Ｂ、第３ゲート４２Ｃがすべて閉口した状態にしておく。この状態で、流入口２１から流
入水が流入すると、この流入水は、ドロップシャフト２２を通って流れ落ち、吐水管２３
から第１初期貯留池５へ吐出されるため、第１初期貯留池５の水位が上昇していく。
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【００６４】
　こうして第１初期貯留池５の水位が上昇して第１越流堰４Ａを越えると、第１初期貯留
池５から第２初期貯留池６への越流工程に移行し、第１初期貯留池５の上澄み水が第１越
流堰４Ａを越流して第２初期貯留池６に流れ込むため、第１初期貯留池５の水位は増えな
いまま、第２初期貯留池６の水位が上昇していく。
【００６５】
　こうして第２初期貯留池６の水位が上昇して第２越流堰４Ｂを越えると、第２初期貯留
池６から第３初期貯留池３５への越流工程に移行し、第２初期貯留池６の上澄み水が第２
越流堰４Ｂを越流して第３初期貯留池３５に流れ込むため、第１初期貯留池５および第２
初期貯留池６の水位は増えないまま、第３初期貯留池３５の水位が上昇していく。
【００６６】
　こうして第３初期貯留池３５の水位が上昇して第３越流堰４Ｃを越えると、第３初期貯
留池３５から第４初期貯留池３６への越流工程に移行し、第３初期貯留池３５の上澄み水
が第３越流堰４Ｃを越流して第４初期貯留池３６に流れ込むため、第１初期貯留池５、第
２初期貯留池６および第３初期貯留池３５の水位は増えないまま、第４初期貯留池３６の
水位が上昇していく。
【００６７】
　このように、流入水は、第１越流堰４Ａ、第２越流堰４Ｂ、第３越流堰４Ｃを越えるた
びに水質改善されることから、第４初期貯留池３６の水は最も水質が良く、第３初期貯留
池３５の水は２番目に水質が良く、第２初期貯留池６の水は３番目に水質が良く、第１初
期貯留池５の水は最も水質が悪くなる。
【００６８】
　こうして第４初期貯留池３６の水位が上昇して第３越流堰４Ｃを越えると、上澄み貯留
池７への貯留工程に移行し、上澄み貯留池７に水が溜まり始め、上澄み貯留池７の水位が
上昇していく。
【００６９】
　そして、上澄み貯留池７の水位が流入口２１と同程度の高さに達したところで、流入水
の供給を停止し、この状態で所定の時間（例えば、１２時間以上）だけ放置する。すると
、貯留槽本体２内においては、水中に分散している固体微粒子、つまり汚濁物質が沈降す
るので、上澄み水の下側に汚濁物質が沈殿して両者が上下に分離した状態となる。そして
、上澄み貯留池７と４つの初期貯留池とは上下方向に連続しているので、上澄み貯留池７
の水は、流入水と比べて大幅に水質改善された状態となる。
【００７０】
　次に、上澄み水の排水工程に移行し、主排水ポンプ３２を駆動して上澄み貯留池７の水
を貯留槽本体２の外部へ排出した後、河川などへ排水する。このとき、この上澄み貯留池
７の水は、上述したとおり、流入水と比べて大幅に水質改善されているので、直接（すな
わち、浄化せずにそのまま）排水することができる。
【００７１】
　その後、懸濁水の排水工程に移行し、４段階（第１排水工程、第２排水工程、第３排水
工程および第４排水工程）で懸濁水を排水する。
【００７２】
　まず、第１排水工程において、第１ゲート４２Ａ、第２ゲート４２Ｂ、第３ゲート４２
Ｃがすべて閉じた状態で、懸濁水ポンプ３４を駆動する。すると、第１初期貯留池５の懸
濁水は、排水ピット１６から揚水された後、各種の処理場（図示せず）へ搬出して処理さ
れる。このとき、第１初期貯留池５の底部には第１スロープ面５ａが形成されているので
、懸濁水を迅速に排水することができる。
【００７３】
　次に、第２排水工程において、第１ゲート４２Ａを開けるとともに、懸濁水ポンプ３４
を駆動する。すると、第２初期貯留池６が第１通水孔４１Ａを介して第１初期貯留池５に
連通した状態となるので、第２初期貯留池６の懸濁水は、第１通水孔４１Ａを通じて第１
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初期貯留池５に流入した後、排水ピット１６から揚水された後、各種の処理場（図示せず
）へ搬出して処理される。このとき、第２初期貯留池６、第１初期貯留池５の底部にはそ
れぞれ第２スロープ面６ａ、第１スロープ面５ａが形成されているので、懸濁水を迅速に
排水することができる。なお、このとき、第２ゲート４２Ｂ、第３ゲート４２Ｃは閉じた
ままなので、第３初期貯留池３５および第４初期貯留池３６の懸濁水は貯留状態を維持す
る。
【００７４】
　次いで、第３排水工程において、第１ゲート４２Ａを開けた状態のまま、第２ゲート４
２Ｂを開けるとともに、懸濁水ポンプ３４の駆動を継続する。すると、第３初期貯留池３
５が第２通水孔４１Ｂを介して第２初期貯留池６に連通した状態となるので、第３初期貯
留池３５の懸濁水は、第２通水孔４１Ｂを通じて第２初期貯留池６に流入してから、第１
通水孔４１Ａを通じて第１初期貯留池５に流入した後、排水ピット１６から揚水された後
、各種の処理場（図示せず）へ搬出して処理される。このとき、第３初期貯留池３５、第
２初期貯留池６、第１初期貯留池５の底部にはそれぞれ第３スロープ面３５ａ、第２スロ
ープ面６ａ、第１スロープ面５ａが形成されているので、懸濁水を迅速に排水することが
できる。なお、このとき、第３ゲート４２Ｃは閉じたままなので、第４初期貯留池３６の
懸濁水は貯留状態を維持する。
【００７５】
　最後に、第４排水工程において、第１ゲート４２Ａおよび第２ゲート４２Ｂを開けた状
態のまま、第３ゲート４２Ｃを開けるとともに、懸濁水ポンプ３４の駆動を継続する。す
ると、第４初期貯留池３６が第３通水孔４１Ｃを介して第３初期貯留池３５に連通した状
態となるので、第４初期貯留池３６の懸濁水は、第３通水孔４１Ｃを通じて第３初期貯留
池３５に流入し、さらに、第２通水孔４１Ｂを通じて第２初期貯留池６に流入してから、
第１通水孔４１Ａを通じて第１初期貯留池５に流入した後、排水ピット１６から揚水され
た後、各種の処理場（図示せず）へ搬出して処理される。このとき、第４初期貯留池３６
、第３初期貯留池３５、第２初期貯留池６、第１初期貯留池５の底部にはそれぞれ第４ス
ロープ面３６ａ、第３スロープ面３５ａ、第２スロープ面６ａ、第１スロープ面５ａが形
成されているので、懸濁水を迅速に排水することができる。
【００７６】
　ここで、地下貯留槽１における貯留・排水動作が終了する。
【００７７】
　このように、地下貯留槽１においては、貯留水を懸濁水と上澄み水とに分離した上で、
上澄み水を直接排水することが可能となる。また、懸濁水を排出することができるため、
次回の貯留のための準備を容易に整えることが可能となる。
【００７８】
　しかも、懸濁水の排水作業においては、流入水が最初に流入した第１初期貯留池５の水
が最初に排水され、流入水が２番目に流入した第２初期貯留池６の水が２番目に排水され
、流入水が３番目に流入した第３初期貯留池３５の水が３番目に排水され、流入水が最後
に流入した第４初期貯留池３６の水が最後に排水されるという方式が採用されることから
、水質の悪い初期貯留池５、６、３５、３６ほど洗浄回数が多くなる。すなわち、最も水
質の良い第４初期貯留池３６については、洗浄回数が１回（第４排水工程）となり、水質
のやや悪い第３初期貯留池３５については、洗浄回数が２回（第３排水工程、第４排水工
程）となる。また、さらに水質の悪い第２初期貯留池６については、洗浄回数が３回（第
２排水工程、第３排水工程、第４排水工程）となり、最も水質の悪い第１初期貯留池５に
ついては、洗浄回数が４回（第１排水工程、第２排水工程、第３排水工程、第４排水工程
）となる。したがって、貯留槽本体２内の洗浄処理を効果的に行うことが可能となる。
［発明のその他の実施の形態］
【００７９】
　なお、上述した実施の形態１、２では、流入口２１を有する導水部２０を備えた地下貯
留槽１について説明したが、この流入口２１に阻流壁やスクリーンを付設しても構わない
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。この場合、阻流壁やスクリーンにより、流入水の水流を減殺するとともに、異物の流入
を阻止することが可能となる。
【００８０】
　また、上述した実施の形態１、２では、ドロップシャフト２２を有する導水部２０を備
えた地下貯留槽１について説明したが、ドロップシャフト２２に代えて、階段方式や斜路
などの流入水流下手段（図示せず）を採用することもできる。
【００８１】
　また、上述した実施の形態１、２では、ニューマチックケーソン工法で地中に沈設され
た地下貯留槽１について説明したが、これ以外の方法で地下に埋設された地下貯留槽１に
本発明を適用することも勿論できる。
【００８２】
　また、上述した実施の形態１では、２つの初期貯留池（第１初期貯留池５、第２初期貯
留池６）を備えた地下貯留槽１について説明し、上述した実施の形態２では、４つの初期
貯留池（第１初期貯留池５、第２初期貯留池６、第３初期貯留池３５、第４初期貯留池３
６）を備えた地下貯留槽１について説明したが、初期貯留池の数は複数（２つ以上）であ
ればいくつでも構わない。
【００８３】
　また、上述した実施の形態１では、六面体状の貯留槽本体２を有する地下貯留槽１につ
いて説明し、上述した実施の形態２では、円筒状の貯留槽本体２を有する地下貯留槽１に
ついて説明したが、その他の形状（例えば、六角筒状、八角筒状など）を備えた貯留槽本
体２を代用することもできる。
【００８４】
　また、上述した実施の形態１では、汚濁物質を洗い流す際に、洗浄水槽９内の洗浄水を
自重で流下させる方法を採用したが、これ以外の方法で汚濁物質を洗い流すようにしても
構わない。
【００８５】
　また、上述した実施の形態２では、４つの初期貯留池が円周上に設置されて直列につな
がれた地下貯留槽１について説明したが、これらの初期貯留池は、必ずしも円周上に設置
する必要はなく、例えばＳ字状や稲妻形状に設置することも可能である。この場合も、こ
れらの初期貯留池が直列につながれている限り、先に流入した水を先に排水する方式によ
り、水質の悪い初期貯留池ほど洗浄回数を多くして、貯留槽本体２内の洗浄処理を効果的
に行うことができる。
【００８６】
　さらに、上述した実施の形態２では、第１越流堰４Ａ、第２越流堰４Ｂ、第３越流堰４
Ｃがすべて同じ高さとなっている場合について説明したが、第１越流堰４Ａを第２越流堰
４Ｂよりやや高くし、第２越流堰４Ｂを第３越流堰４Ｃよりやや高くすることもできる。
この場合、第１越流堰４Ａが第２越流堰４Ｂよりやや高くなっているため、第１初期貯留
池５より水質の良い第２初期貯留池６の水が第１越流堰４Ａを越流して第１初期貯留池５
に逆流する不具合を回避することができる。また、第２越流堰４Ｂが第３越流堰４Ｃより
やや高くなっているため、第２初期貯留池６より水質の良い第３初期貯留池３５の水が第
２越流堰４Ｂを越流して第２初期貯留池６に逆流する不具合を回避することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、雨水浄化排水設備、浄水場施設など種々の分野に広く適用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る地下貯留槽を示す第１水平断面図（初期貯留池を通
る水平断面図）である。
【図２】同実施の形態１に係る地下貯留槽を示す第２水平断面図（上澄み水貯留池を通る
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水平断面図）である。
【図３】図１に示す地下貯留槽のIII－III線による垂直断面図である。
【図４】図１に示す地下貯留槽のIV－IV線による垂直断面図である。
【図５】図１に示す地下貯留槽のV－V線による垂直断面図である。
【図６】第１初期貯留池への貯留工程を示す図であって、（ａ）は地下貯留槽のIII－III
線による垂直断面図、（ｂ）は地下貯留槽のV－V線による垂直断面図である。
【図７】第１初期貯留池から第２初期貯留池への越流工程を示す図であって、（ａ）は地
下貯留槽のIII－III線による垂直断面図、（ｂ）は地下貯留槽のV－V線による垂直断面図
である。
【図８】上澄み貯留池への貯留工程を示す図であって、（ａ）は地下貯留槽のIII－III線
による垂直断面図、（ｂ）は地下貯留槽のV－V線による垂直断面図である。
【図９】上澄み水の排水工程を示す図であって、（ａ）は地下貯留槽のIII－III線による
垂直断面図、（ｂ）は地下貯留槽のV－V線による垂直断面図である。
【図１０】懸濁水の排水工程を示す図であって、（ａ）は地下貯留槽のIII－III線による
垂直断面図、（ｂ）は地下貯留槽のV－V線による垂直断面図である。
【図１１】洗浄工程（洗浄水の排水工程）を示す図であって、（ａ）は地下貯留槽のIII
－III線による垂直断面図、（ｂ）は地下貯留槽のV－V線による垂直断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係る地下貯留槽を示す垂直断面図である。
【図１３】図１２に示す地下貯留槽のXIII－XIII線による垂直断面図である。
【図１４】図１２に示す地下貯留槽のXIV－XIV線による垂直断面図である。
【図１５】図１２に示す地下貯留槽のXV－XV線による垂直断面図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１……地下貯留槽
　２……貯留槽本体
　２ａ……刃口
　３、３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ……仕切壁
　４、４Ａ、４Ｂ、４Ｃ……越流堰
　５……第１初期貯留池（流入水貯留池）
　５ａ……第１スロープ面
　６……第２初期貯留池（流入水貯留池）
　６ａ……第２スロープ面
　７……上澄み貯留池（流入水貯留池）
　９……洗浄水槽
　１０……隔壁
　１１Ａ……第１通水孔
　１１Ｂ……第２通水孔
　１１Ｃ……第３通水孔
　１２Ａ……第１ゲート（ゲート）
　１２Ｂ……第２ゲート（ゲート）
　１２Ｃ……第３ゲート（ゲート）
　１５Ａ、１５Ｂ、１５Ｃ……インバート
　１６、１６Ａ、１６Ｂ、１６Ｃ……排水ピット
　１７Ａ、１７Ｂ、１７Ｃ……阻流壁
　２０……導水部
　２１……流入口
　２２……ドロップシャフト
　２２ａ……流水路
　２３……吐水管
　３０……排水部
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　３１……主排水ポンプ室
　３２……主排水ポンプ（上澄み水排出手段）
　３３……懸濁水ポンプ室
　３４、３４Ａ、３４Ｂ、３４Ｃ……懸濁水ポンプ（懸濁水排出手段）
　３５……第３初期貯留池（流入水貯留池）
　３５ａ……第３スロープ面
　３６……第４初期貯留池（流入水貯留池）
　３６ａ……第４スロープ面
　４１Ａ……第１通水孔
　４１Ｂ……第２通水孔
　４１Ｃ……第３通水孔
　４２Ａ……第１ゲート
　４２Ｂ……第２ゲート
　４２Ｃ……第３ゲート

【図１】 【図２】
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(16) JP 2010-31508 A 2010.2.12

【図１１】 【図１２】
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